
家財損害一覧表等
により判定

１００％
５０％から
１００％未満

３３.４％から
５０％未満

３３．４％未満

共済組合の
損害基準判定

家財の全部
の損害

家財の１/２
以上の損害

家財の１/３
以上の損害

家財の１/３未満の損害（災害見舞金非該当）

共済組合の
損害基準判定

住居の全部
の損害

住居の１/２
以上の損害

住居の１/３
以上の損害

住居の１/３未満の損害（災害見舞金非該当）

厚生ニュース

地震・津波等による被害に遭われた方へ
「令和６年度能登半島地震」において、組合員及びその被扶養者の住居・家財に損害を受け
た場合、その損害の程度に応じて「災害見舞金」が支給されます。

項目 給付等の内容

住居又は家財
が損害を受け
たとき

組合員又は被扶養者の住居・家財の「損害の程度」に応じ、標準報
酬月額の０．５から３ヵ月分が支給されます。
※営内居住の自衛官等の留守宅（共済組合に届出をしている住所）及
びその留守宅にある家財も支給対象となります。

損 害 の 程 度 月数 

１ 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 

２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 
３か月 

１ 住居及び家財の２分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 

２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

３ 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 

４ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

２か月 

１ 住居及び家財の３分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 

２ 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

３ 住居又は家財の２分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 

４ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 

１か月 

１ 住居又は家財の３分の１以上が焼失し、又は滅失したとき。 

２ 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 
０．５か月 

浸水により平家屋（家財を含みます。）が損

害を受け、その認定が困難な場合に限り、

右表が適用されます。 

床上 

120ｃｍ以上浸水 
１か月 

床上 

30ｃｍ以上浸水 
０．５か月 

 

災害見舞金に係る基準は上表のとおりで、必要に応じ見取図や写真等により、共済組合
の基準である「損害の程度（全部、２分の１以上、３分の１以上）」を判断します。
罹災証明書の「半壊」は、損害の程度が２分の１とはならない点にご注意ください！

詳細については、ご所属の支部短期係にお問合せください。

罹災証明書
の

被害の程度
全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊

準半壊に
至らない
（一部損壊）

内閣府の指針に
よる

損害基準判定
５０％以上

４０％以上
５０％未満

３０％以上
４０％未満

２０％以上
３０％未満

１０％以上
２０％未満

１０％未満

【住居の損害程度】

提出書類
・災害見舞金請求書
・市区町村等が発行する罹災証明書（被害の程度が記載されたもの）
・被災状況が確認できる資料（写真、新聞記事等）

【家財の損害程度】

保険請求に伴う保険
会社への提出書類は、
保険会社に提出する
前にコピーをしてお
くことをお勧めしま
す！


